
社会福祉法人ふくよか福祉会役員等報酬規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人ふくよか福祉会（以下「当法人」という。）定款第８

条及び第２２条の規定に基づき、役員（理事及び監事）、評議員、評議員選任・解任委

員及び苦情対応第三者委員（以下「役員等」という。）の報酬等について定めるものと

する。 

（役員等の会議等への出席報酬） 

第２条 役員等が、会議に出席したときは、別表１に定める報酬（出席報酬）を支給す

る。 

２ 役員（施設長を除く。）等が法人及び施設運営に関する研修及び講習会等への出席報

酬は、前項による。 

（役員等の業務報酬） 

第３条 役員（施設長を除く。）等が会議出席等以外の日において、理事長の命及び理事

会の委任により法人及び施設の運営のための業務にあたった場合は、別表２に定める

業務報酬を支払うことができる。 

（監事の監査業務報酬） 

第４条 監事が定款第１９条の規定に基づき監査業務を行った場合の報酬は、別表３に

定める監査業務の報酬を支給する。 

（重複支払いの禁止） 

第５条 役員等が、会議等の日にあわせて法人の業務を行った場合であっても第３条の

報酬は、支払わないものとする。 

（出張旅費） 

第６条 役員等が法人業務のため出張したときは、旅費規程に基づき、旅費（交通費、

日当、宿泊費等）を別途支給することができる。 

（公表） 

第７条 当法人は、この規程をもって、社会福祉法第５９条の２第１項第１号に定める

報酬等の支給基準として公表する。 

（変更） 

第８条 この規程の制定及び変更は、評議員会の決議を経て行う。 

（補則） 

第９条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 

 

   附 則 

  この規程は、評議員会の決議の日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

  この規程は、評議員会の決議の日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

 

 

 



別表第１ 出席報酬 

役 員 等 日 額 

評議員及び評議員選任解任委員（職員は、除く。） ４，０００円 

理事及び監事 ４，０００円 

苦情対応第三者委員 ４，０００円 

  ※（注）車賃は、路程１ｋｍ当たり３０円を支給する。ただし、役員等の 

居住地から会議等の開催地までの距離が２ｋｍ以内は支給しない。 

 

別表第２ 業務報酬 

 （１）理事長 時給２，５００円但し、日額１０，０００円以内 

 （２）その他役員等 

役 員 等 日 額 

評議員及び評議員選任解任委員（職員は、除く。） ５，０００円 

理事（施設長を除く。） ５，０００円 

監事（監査業務以外） ５，０００円 

苦情対応第三者委員 ５，０００円 

  ※（注）車賃は、路程１ｋｍ当たり３０円を支給する。ただし、役員等の 

居住地から会議等の開催地までの距離が２ｋｍ以内は支給しない。 

 

別表第３ 監査業務報酬 

 日額 ８，０００円 

  ※（注）車賃は、路程１ｋｍ当たり３０円を支給する。ただし、役員等の 

居住地から会議等の開催地までの距離が２ｋｍ以内は支給しない。 

 


